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第１章 はじめに                         

１ 計画の趣旨及び目的 

 本町は、三方を囲む海と自然に恵まれ、水産業は重要な基幹産業として、地域の経

済や町民生活の維持に対し大きな役割を担っています。しかし、水産資源の減少や就

業者の減少、高齢化などの厳しい状況が続いており、また社会情勢として、SDGs の

達成に向けた取組みの推進等が重要視されています。 

 これらの状況を踏まえ、水産業を環境変化に強く活気ある持続可能な産業にするた

め、水産分野における実践的な計画として「伊方町水産業振興計画」を策定しました。

当計画に基づき関連施策を推進することによって、当町の水産業を振興し、活性化を

図ることを目的としています。 

 

２ 計画の位置付け 

 本町は、令和３年に「伊方町第２次総合計画」の後期基本計画を策定し、計画のな

かでも、後継者育成、つくり育てる漁業の推進、６次産業化などを目標に掲げていま

す。 

「伊方町水産業振興計画」は後期基本計画における水産部門計画であり、今の伊方

町の水産業が抱える課題と、それに対する課題解決、そして振興に効果的な具体的な

施策を策定しています。 

 

３ 計画期間 

 本計画の期間は、令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度までの５か年

とします。また、計画期間終了１年前を目処に、目標の達成状況や施策効果の検証を

行い、検証結果や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

第２章 伊方町の水産業の現状と課題                 

１ 漁業地域の概況 

 伊方町は、四国最西端の佐田岬半島に位置しており、宇和海、瀬戸内海、豊予海峡

の３つの海に囲まれ、水産業は農業と並び、町の重要な基幹産業となっています。 

町内には１８の漁港があり、地域によって八幡浜漁協（伊方地区、有寿来地区、町

見地区、瀬戸地区）、愛媛県漁協三崎支所（三崎地区）に属しており、隣接の八幡浜市

には、四国有数の取り扱いを誇る八幡浜魚市場があり、水産物流通の拠点となってい

ます。 

漁業者が着業する沿岸漁業については、宇和海北部海域と伊予灘西部海域を主漁場

に、小型機船底引き網漁業、機船船びき網漁業、刺網漁業などの漁船漁業が営まれて

いるほか、三崎地域では、一本釣りや刺網漁業、採介藻漁業が主体となっています。

また、宇和海側の入り江では魚類養殖も行われています。 

町の水産関連施設として、旧町ごとに製氷施設を整備しており、正野地区に種苗生

産施設、湊浦地区に農水産物処理加工施設が整備されています。 

 

 

図表１ 町の漁港・水産施設位置図 
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２ 漁業経営体・漁業者の現状 

（１）経営体数 

平成３０年度の漁業センサス（農林水産省）によると、本町の漁業経営体数（世

帯または事業所の数）は、２１８経営体です。 

昭和６３年度をピークに、減少を続け約３０年間で６９９経営体（△７６．２％）

減少しています。同時期の愛媛県全体の減少率が△６１．１％であることから、

県内の平均を上回るペースで減少していることが分かります。 

 

 

図表 2 経営体数 

 

（２）漁業者数及び漁船隻数 

   平成３０年度の調査における漁業従事者数は、３３８人です。経営体数と同

じく、昭和６３年度をピークに減少を続け、約３０年間で１，０３７人（△７５，

４％）減少しています。 

   また、漁船隻数も漁業者数の減少に比例し、昭和６３年度の１，０７９隻から、

３７５隻（△６８．０％）に減少しています。 
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図表 3 漁業就業者数及び漁船隻数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年齢構成等 

   平成３０年度の調査では、伊方町の漁業従事者３３８人のうち、男性が３０

７人（構成割合９０．８％）、女性は３１人（同９．２％）となっており、男性

の割合が非常に高い業種であることがわかります。 

   また、年齢構成は６０歳以上が１６７人となっており、割合として４９．４％

で、約半数を占めています。町の人口構成と同様、高齢化が進行していることが

分かります。 

 

図表 4 男女構成割合            図表 5 年齢構成 
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３ 漁業協同組合の現状 

（１）八幡浜漁業協同組合 

八幡浜漁業協同組合は、平成１７年４月に２市１町の８漁業協同組合が新設合

併し発足しました。八幡浜市に本所を置き、伊方町内は４か所（伊方、有寿来、

町見、瀬戸）の支所があります。 

組合員数は全体で、１，４２６名。このうち伊方町の組合員は６５５名で、内

訳は、正組合員１００名、准組合員５５５名となっています。 

 

 

（２）愛媛県漁業協同組合三崎支所（旧三崎漁業協同組合） 

愛媛県漁業協同組合三崎支所は、三崎漁業協同組合からの事業譲渡により令和

５年７月に、愛媛県漁協の新たな支所として誕生しました。 

組合員数は、３７１名で、内訳は、正組合員８０名、准組合員２９１名となっ

ています。 

 

 

図表６ 漁協の組合員数 

 

 

 

 

 

 

八幡浜漁協 
⻄予市 

本所 川之石 磯津 伊方 有寿来 町見 瀬⼾ 三瓶
組合員数（人） 1,426 262 37 60 184 40 173 258 412 
正組合員（人） 266 71 9 17 36 1 28 35 69 
准組合員（人） 1,160 191 28 43 148 39 145 223 343 

愛媛県漁協三崎支所 伊方町合計 

組合員数（人） 371 1,026
正組合員（人） 80 180 
准組合員（人） 291 846 

令和 5年 3月 31 日現在 

三崎支所 
371 
80 
291 

令和 5年 7月 1日現在 

組合員数（人） 
正組合員（人） 
准組合員（人） 

総数 八幡浜漁協 

655 
100 
555 

区分 総数 八幡浜市 伊方町 
 

区分 総数 区分 愛媛県漁協
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４ 漁業種別及び魚種別漁獲量 

 伊方町における漁獲量（海面漁業）は、平成１９年度が４，６０８トンとなってお

り、直近の令和３年度では、２，７９５トンでした。年々減少を続けており、 

約１５年間で１，８１３トン（△３９，３％）減少しています。 

漁業種別に見ると船びき網漁業が１，３８７トンで最も多く、次いで小型底引き網

漁業６４０トン、採貝・採藻漁業が３８０トンと続いています。 

また、令和３年度における魚種別の漁獲量は、しらすが１，３３７トン（構成割合

４７，８％）と最も多く、次いで、海藻類が２２８トン（同８．１％）、ぶり類１６３

トン（同５．８％）、さざえ９７トン（同３．５％）の順となっています。 

 

図表 7 漁業種別漁獲量 
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５ 主な水産業振興施策（令和４年度） 

伊方町第２次総合計画に基づく主な施策 

 

 

 

項  目 
事業 

（千円） 
内  容 

・担い手の育成 

  

 ○新規就業支援対策 

   

2,300 新規就業者支援対策事業 就漁補助 2 人 

626 新規漁業就業者育成強化事業 2 人 

3,483 地域おこし協力隊の導入（水産振興 1 人） 

・水産業振興への支援 

  

 ○水産業振興対策 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,000 アワビ放流事業（町内全域） 

1,995 アワビ放流事業（八幡浜漁協海域） 

819 漁業近代化資金利子補給 19 件 

7,897 漁業振興対策補助            

85 漁業者緊急支援資金利子補給 11 件 

100 八幡浜漁協経営改善支援金保証料補助 

4,477 漁業共済支援事業補助 

786 地産地消推進事業補助 

1,963 ふるさと応援シーフードお届け事業 

9,631 農林漁業振興基金事業（水産 41 件） 

2,200 アワビ増殖用プレート製作業務委託 

2,860 アワビ増殖用プレート設置工事 
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６．伊方町水産業の課題 

 本町の水産業の現状や伊方町水産業振興推進委員会の委員及び幹事からの意見、水

産業関係者へのアンケート結果等から、特に重要な課題として以下の五つが挙げられ

ました。これらの課題は行政、漁協、漁業者等の関係者間での共通認識であり、これ

らの課題解決に向けて、関連施策を推進していくことが求められています。 

 

課 題 

① 水産資源の減少 

② 漁業者の高齢化、後継者・担い手の不足 

③ 漁価の低迷、収入の減少 

④ 燃油代・餌代・資材価格等の高騰 

⑤ 海洋環境の悪化（磯焼け、漂着ゴミ等） 
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第３章 基本方針及び施策体系                   

１ 基本方針 

 当町の水産業振興を図るため、以下のとおり基本方針を定めました。本方針に基づ

き、各施策を推進します。 

『水産業を環境変化に強く活気ある「持続可能な産業」にする』 

  

振興のための施策は、大きく３つのテーマに分類し、それぞれに主要施策と具体的

な取組みを定めました。 

 

主要施策テーマ 

①販売力強化、新たな流通・加工システムの構築に関する施策 

②海洋環境の保全・水産資源の維持、回復に向けた施策 

③担い手の育成・生産者支援に関する施策 

 

２ 施策体系 

 施策体系は以下のとおりです。また、これらの各主要施策において得られた成果等

を他事業に利用・援用することによって、当町水産業の全体的な振興を図ります。 
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①販売力強化、新たな流通・加工システムの構築に関

する施策 

②海洋環境の保全・水産資源の維持、回復に向けた施策 

③担い手の育成・生産者支援に関する施策 

２－１ 海洋環境・生物モニタリング調査の実施 

２－2 放流事業の継続及び見直し 

2－3 藻場の保全・再生に関する取組の実施 

2－4 育てる漁業の推進 

１－１ ブランド化及び販路開拓の推進 

１－2 急速冷凍技術等の利用の検討 

３-1 補助事業等既存制度を活用した生産者支援 

３-2 海業等の推進 

3-3 SNS 等を利用した積極的な普及・PR 活動の実施 

『水
産
業
を
環
境
変
化
に
強
く
活
気
あ
る

「持
続
可
能
な
産
業
」
に
す
る
』 

〔基本方針〕 〔主要施策テーマと個別施策〕
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第４章 主要施策及及び重要業績評価指標（KPI）                       

１－１ ブランド化及び販路開拓の推進 

 近年、水産物の価格低下による関係者の収入減少が顕著であり、対策が

急務となります。一方、愛媛県においては、令和５年６月に愛媛県知的財

産戦略が改訂され、地域ブランドへの取組が推し進められているところ

です。そのため、当町においても、水産物の付加価値を創出し、ブランド

化に関する制度も利用しながらブランド化を推進することによって、水

産物の価格向上及び新たな販路の開拓を目指します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

水産物のブランド化 

（ブランド認証・PR） 

     

販路開拓 

（高価格販売） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

ブランド産品認証数 － 1 1 2 2 
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１－2 急速冷凍技術等の利用の検討 

 当町は、その土地環境から水産物輸送への影響が懸念されており、特に

水産物の鮮度維持が課題となっています。そのため、急速冷凍技術の導入

等により、本課題の解決を目指します。 

加えて、民間冷凍施設等を利用することにより、新たな流通経路の策定

を検討します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

急速冷凍技術の導入 

（活用可能な技術の検討） 

     

新たな流通経路の策定 

（民間冷凍施設の活用） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

急速冷凍設備の導入数 － － － － １ 
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2－1 海洋環境・生物モニタリング調査の実施 

 近年、地球温暖化等の環境変化に伴い、海水温上昇等によって水産資源

の変動に大きな影響を与えているとされ、当町において営まれている各

種漁業において、その漁獲量減少が課題の一つとなっていますが、そもそ

も水産動植物の資源量が減少している可能性があります。 

 そのため、当町においては、当町沿岸部及び近海における海洋環境・生

物モニタリング調査を実施します。これにより、大学や水産試験場等の研

究機関と連携しながら、当町における主要な水産資源の動向や藻場の生

育状況等を詳細に把握し、また海洋環境の変動との関係性を調査するこ

とによって、海洋環境の変動に関する基礎情報の収集に努め、環境変化に

柔軟な対応ができるような体制を構築します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

モニタリング調査 

（海洋環境・生物） 
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2－2 放流事業の継続及び見直し 

 当町においては、これまで稚貝稚魚放流事業によりアワビ稚貝の放流

を行ってきましたが、その残存率の低迷（放流 4 か月後に 3%～36%。

※放流条件により異なる）が課題となっていました。そのため、「2－1  

海洋環境・生物モニタリング調査の実施」により得られた知見に基づき、

稚貝稚魚放流事業の見直しを行い、より適切かつ効率的な放流事業の実

施を目指します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

稚貝稚魚放流事業 

（継続・見直し） 
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２－３ 藻場の保全・再生に関する取組の実施 

 地球温暖化等の環境変化に伴い、本町海域でも磯焼けが発生しており、

まだ発生していない海域においても今後の発生が懸念されています。そ

こで、水質の浄化や生物多様性の維持等、様々な役割を担っている、藻場

の保全・再生に取組んでいきます。国の水産多面的機能発揮対策支援事業

により、活動に取り組む地元協議会等を支援するとともに、「2－1 海洋

環境・生物モニタリング調査の実施」で得られた知見を活用し、ブルーカ

ーボンに関する取組について調査・検討を行います。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

水産多面的機能発揮対策 

支援事業 

（１期５カ年事業） 

     

ブルーカーボン 

（調査・検討） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

取組団体数 １ １ ２ ２ ３ 
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2－4 育てる漁業の推進 

 町内で営まれる各種漁業の漁獲量は減少しており、今後予想される環

境変化に伴う資源量の減少に対応するため、育てる漁業を推進します。海

藻類の栽培実証等により町に適した海面養殖の検討、また、環境変化を受

けにくい陸上養殖の実現に向けた調査・検討を行います。 

 陸上養殖の実現に向けては、民間企業の誘致及び町内の遊休施設の活

用を図るとともに、観光客の増加や既存水産物との組み合わせによる相

乗効果が図れるような、仕組みづくりを検討します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

海藻類の栽培実証 

（ヒジキ等の試験養殖） 

     

陸上養殖 

（調査・検討） 

  ※1   

※1 調査・検討結果により、企業誘致、施設整備等を進める。 

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

新規養殖事業者数 － － － １ １ 
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3－1 補助事業等既存制度を活用した生産者支援 

 当町においては、これまでに新規就業者支援対策事業や農林漁業振興

事業補助金等により、新規就業者の確保を目指してきたほか、漁業者等へ

の手厚い支援を行ってきました。引き続き、これら補助事業を継続実施す

ることによって、更なる新規就業者の確保や生産性の向上、所得増大を目

指します。 

  

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

新規就業者支援対策事業 

（継続） 

     

新規漁業就業者育成強化事業 

（継続） 

     

農林漁業振興事業 

（継続） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

新規漁業就業者数 １ ２ ３ ４ ５ 
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3－2 海業等の推進 

  令和４年３月 25 日に閣議決定された水産基本計画において、海業

等の振興が盛り込まれました。国は、地域資源と既存の漁港施設を最大

限に活用した海業等の取組を一層推進し、海や漁村の地域資源の価値

や魅力を活用した取組を根付かせて水産業と相互に補完し合う産業

（遊漁船業、クルージング、スキューバダイビング等）を育成すること

としており、当町においても、国の制度等を活用しつつ、海業等を推進

することにより、関係者の所得向上や地域振興を目指します。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

漁港の選定・調査 

（計画策定等） 

     

海業関連施策 

（活動支援・基盤整備） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

海業取組漁港数 － － １ ２ ３ 
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3－3 SNS 等を利用した積極的な普及・PR 活動の実施 

  今般、ソーシャルネットワークサービス（SNS）が普及し、誰でも

簡単にあらゆる情報にアクセスすることができるほか、発信を行うこ

とが可能になっています。当町においても、積極的に SNS 等を利用し、

特に若齢者に向けて水産業の魅力発信、PR を行っていきます。 

施策１－１～３－２の成果等についても積極的に PR することによ

って、認知度の向上、ひいては新規移住者・就業者等の確保に資するこ

とを目的とします。 

 

【施策の実施時期（予定）】 

施 策 R6 R7 R8 R9 R10 

SNS 等による普及・PR 

（効果的な情報発信） 

     

 

【重要業績評価指標（KPI）】 

指標名 
目標値（累計） 

R6 R7 R8 R9 R10 

SNS フォロワー数 500 1,000 2,000 3,000 5,000 
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参考資料                             

１ 計画の策定経過 

日  付 内  容 

令和５年７月３日 
愛媛大学に伊方町水産業振興計画策定に向けた基本調

査研究を委託。 

７月１３日 伊方町水産業振興推進委員会及び幹事会を設置。 

〃   

第１回委員会・幹事会合同会議 

伊方町水産業の現状認識と水産業振興について、意見交換を

実施。 

8 月２日 
ひじきの加工・販売について、視察研修を実施。 

株式会社山忠(大分県佐伯市) 

８月 愛媛大学が関係者ヒアリングを実施。 

9 月 8 日、9 日 
愛媛大学が現地調査を実施。 

町内の漁港・港湾、海藻類の生息状況等 

10 月 27 日 

第２回幹事会会議 

現地調査の報告及び水産業の現状分析により、振興計画の骨

子案について検討を実施。 

11 月～12 月 
愛媛大学が基本調査研究として、関係者ヒアリング及

びアンケートを実施。 

12 月 20 日 
第３回幹事会会議 

振興施策案・計画素案について検討を実施。 

令和６年２月１３日 

愛媛大学が基本調査研究として、これまでの調査・検討

結果を基に、SWOT 分析、ロジックモデルの構築を行

い、振興施策案を作成。 

2 月 15 日 

第２回委員会・第４回幹事会 合同会議 

「振興施策案」の報告及び「伊方町水産業振興計画（原案）」

の検討。 

３月５日 「伊方町水産業振興計画（原案）」を作成 

３月６日～３月１９日 パブリックコメント（町民からの意見公募）の実施。 

３月２１日 
第３回委員会会議 

「伊方町水産業振興計画（最終案）」の検討。 

〃   委員会から最終案の提出。 

３月２９日 伊方町水産業振興計画策定 
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２ 伊方町水産業振興推進委員会・幹事会名簿 

○委員会（順不同、敬称略） 

№ 委 員 所属及び役職 備 考 

1 濱 松  一 良 伊方町（副町長） 会長 

2 竹ノ内 徳人 愛媛大学南予水産研究センター(教授) 副会長 

3 福 島  大 朝 八幡浜漁業協同組合（代表理事組合長）  

4 阿 部  吉 馬 愛媛県漁業協同組合三崎支所（運営委員長）  

5 片 岡  雄 太 伊方町青年漁業者連絡協議会（会長）  

6 杉 山  幸 子 伊方町食生活改善推進協議会（代表）  

7 八 木  秀 志 愛媛県八幡浜支局水産課（課長）  

 

○幹事会（順不同、敬称略） 

№ 幹 事 所属及び役職 備 考 

１ 竹ノ内 徳人 愛媛大学南予水産研究センター(教授)  

２ 山 本  政 信 八幡浜漁業協同組合（参事）  

３ 古 田  陸 臣 八幡浜漁業協同組合（伊方統括支部長兼町見支所長）  

４ 佐 藤  圭 介 愛媛県漁業協同組合三崎支所（支所長）  

５ 中 田  綾 子 八幡浜地区漁協女性部ブロック協議会（会長）  

６ 黒 野  憲 之 愛媛県八幡浜支局水産課（係長）  

７ 林  栄 作 伊方町農林水産課（課長）  

 

○オブザーバー 

松村 俊吾 （愛媛大学大学院連合農学研究科 水産経営研究室） 

三島 宏之 （四国電力株式会社新規事業部 愛媛プロジェクト推進室長） 

山本 圭一 （NTTコミュニケーションズ(株) ｿﾘｭｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部  

地域協創推進部門 第二グループ 担当部長） 

  



- 23 - 

３ 伊方町水産業振興推進委員会条例 

（設置） 

第１条 漁家所得の向上及び生活の安定のため、漁業実態調査、意向調査、生産流通調査等を行

い、水産業振興方策を策定し、総合的に水産業の振興を図るため、伊方町水産業振興推進委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成） 

第２条 委員会は、委員15人以内で組織し、会長及び副会長を置く。 

２ 委員は、学識経験を有する者、漁業団体役職員その他適当と認める者のうちから町長が委嘱

し、又は任命する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（幹事会） 

第６条 委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事は、町長が委嘱し、又は任命する。 

３ 幹事会は、次の事務を行う。 

(１) 水産業の実態調査、意向調査及び調査結果の取りまとめ 

(２) 生産流通調査及び調査結果の取りまとめ 

(３) 水産業振興のための資料等委員会に提出する事項の取りまとめ 

４ 幹事は、若干人とし、任期等については、委員の例による。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
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４ 伊方町水産業振興ロジックモデル 

※本ロジックモデルは、伊方町水産業振興計画策定に向けた基本調査研究（委託先：愛媛大学）の成果である。 

インプット アクティビティ アウトプット 直接アウトカム 中間アウトカム 最終アウトカム

生産者の所得増加

知名度の向上

・申請受付
・事務作業

補助金等交付
・急速冷凍設備等導入
・運用の継続

地元⺠間企業等の冷凍
施設等使用に関する諸
手続

冷凍施設等使用に関す
る契約締結等

・流通システム構築
・運用の継続

・調査計画の策定
・大学等へ協力依頼

・調査体制構築
・調査実施

周辺海域における環境
変化や生物資源量等の
傾向を把握

資源変動との関連性
把握

これまでの放流効果の
評価（見直し）

評価（見直し）結果の
とりまとめ

放流手法・場所等の
改善

種苗放流の効率化

・申請受付
・事務作業

補助金等交付 運用の継続
・コスト削減
・漁業の効率化

海業等の拠点に関する
協議

海業等の拠点設立
・運営
・新たな雇用の創出

ＳＮＳ等による情報
発信

閲覧数、アクセス数の
増加

興味を持つ若者や来訪
者の増加

移住者、担い手の増加

主要施策

水産物の品質向上

・販売力が強化される
・新たな流通・加工シ
ステムが確立する

・充実した補助制度や
町の魅力の発信等が呼
び水となって、新規就
業者が増加し、担い手
が育成される

・周辺海洋環境が保全
される
・水産動植物の資源量
維持・回復、漁獲量増
加に資する

○予算
・予算化
・事業化

○人員
・行政担当者
・水産業関係者
・学識経験者
・専門家

・地域おこし
 協力隊 等

・検討委員会や協議会
等の設立
・対象魚種検討、選定

関連制度（地域団体商
標制度やGI保護制度
等）の登録申請

・申請受理、登録
・新ブランドの誕生

ブランド化及び販路開拓の
推進

ＳＮＳ等を利用した積極的
な普及・ＰＲ活動の実施

海業等の推進

既存補助事業等制度の活用

放流事業の継続及び見直し

海洋環境・生物モニタリン
グ調査の実施

急速冷凍技術の利用等の
検討

○遊休施設
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５ アンケート調査・結果概要 
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